
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
九
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
に
係
る
公
告
等
に
関
す
る
省
令

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法

律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
に
係
る
公
告
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
公
告
事
項
）

第
一
条
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
（
平
成

九
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
七

号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
に
係
る
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
（
以
下
「
共
有
財
産
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
北
海
道
庁
長
官
が
庁
令
又
は
告
示
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
庁
令
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
公
告
し
た

事
項
、
当
該
庁
令
等
の
番
号
及
び
年
月
日
並
び
に
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
告
の
時
に
北
海
道

知
事
が
管
理
す
る
当
該
共
有
財
産
の
金
額
と
す
る
。

（
共
有
財
産
の
返
還
請
求
）

第
二
条
　
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
共
有
財
産
の
返
還
の
請
求
は
、
別
記
様
式
第
一
の
北
海
道
旧
土
人

共
有
財
産
返
還
請
求
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
返
還
請
求
者
の
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し

二
　
返
還
請
求
者
の
印
鑑
証
明
書

三
　
共
有
財
産
の
共
有
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
返
還
時
の
手
続
）

第
三
条
　
北
海
道
知
事
は
、
法
附
則
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
共
有
財
産

を
返
還
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
の
受
領
書
と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

２
　
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
施
行
規
則
（
明
治
三
十
二
年
内
務
省
令
第
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
一
（
第
二
条
関
係
）

※整 理 番 号  

※返還年月日  

 

北海道旧土人共有財産返還請求書 

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三

条第三項の規定による北海道旧土人共有財産の返還を以下のとおり申請します。 

北海道知事 殿 

年  月  日  

返
還
請
求
者 

本 籍  

住 所  

電 話 番 号  

氏 名 印 

生 年 月 日  

申

請

に

係

る

共

有

財

産 

官 報 公 告 に お け る 番 号  

共 有 別  

指 定 に 係 る 数 量 又 は 金 額  

官報公告の時に北海道知事が管理する金額  

備 考  

 

注意事項 

１ 「印」は、第二条第二号の印鑑証明書と同一の印鑑を押印すること。 

２ 「申請に係る共有財産」欄については、官報公告に基づいて記載すること。 

３ 申請者は、※印欄には記載しないこと。 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

別
記
様
式
第
二
（
第
三
条
関
係
）

受 領 書 

年  月  日  

北海道知事 殿 

返還を受けた者          

住 所          

氏 名        印 

 

返 還 を 受 け た 日 時  

返

還

を

受

け 

た

共

有

財

産 

※ 整 理 番 号  

官報公告における番号  

共 有 別  

指定に係る数量又は金額 印 

返還を受けた金額  

備 考  

 

 

注意事項 

１ 「印」は、第二条第二号の印鑑証明書と同一の印鑑を押印すること。 

２ 「返還を受けた共有財産」欄のうち、官報公告における番号、共有別、指定に係る数量 

 又は金額については官報公告に基づいて記載すること。 

３ 申請者は、※印欄には記載しないこと。 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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